
緊急雇用対策ささえあいマッチング促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32年鳥取県規則第 22号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、緊急雇用対策ささえあいマッチング促進事業補助金（以下「本補助金」とい

う｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた県内求職者の就労促進を図ることを

目的として交付する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

（１）「県内中小事業主」とは、県内に事業所を有する事業主で、次表に該当する者をいう。 

主たる業種 資本金の額又は出資の総額 － 常時使用する従業員の数 

その他の業種（以下の業種以外） ３億円以下 又は 300人以下 

卸売業 １億円以下 又は 100人以下 

小売業 ５千万円以下 又は 50人以下 

サービス業 ５千万円以下 又は 100人以下 

（２）「ささえあい求人」とは、県立ハローワークで受け付けている、新型コロナウイルスの影響を受

けた求職者へ理解のある企業の求人をいう。 

 

（補助金の交付） 

第４条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる補助対象事業（以下「補助事業」

という。）を実施する県内中小事業主に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、別表の第２欄に掲げる金額とする。 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、補助事業が完了した日から１月以内の日又は事業実施年度の３月５日

のいずれか早いほうの日までに行わなければならない。ただし、令和２年８月３１日までに補助対象

事業が完了した場合は、令和２年１０月３１日までに行わなければならない。 

２  規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ要綱様式第１号

によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から 30日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、要綱様式第２号によるものとする。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第 17 条第１項の規定による報告は、前条第１項の申請書の提出をもって報告があったも

のとみなす。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労働部長

が別に定める。 

 



附 則 

この要綱は、令和２年８月３１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月１２日から施行する。 

 

 

別表（第４条関係） 

１ 補助対象事業 ２ 補助金額 

県内中小事業主が令和２年５月 21 日以降に

「ささえあい求人」により新規雇用した者に

対し賃金を支払う事業 

 

注１ 新規雇用者は、10日以上の期間の雇用

契約を結んだ労働者とする。但し、交付申

請日までに会社都合により解雇をされた

者は除くものとする。 

注２ 補助対象とする賃金は、事業主が新規

雇用者に補助金交付申請日までに支払っ

た基本給（最長６月分）とする。 

・新規雇用者１名につき１月当たり、基本給に２分の

１を乗じた額（日額で 3,600円を上限額とする）に、

当該月の勤務日数を乗じて計算した額とする。 

・１事業主当たりの当該年度の補助金額は、432 千円

を上限額とする。 

 

 

 



要綱様式第１号（第５条関係） 

 

 年度緊急雇用対策ささえあいマッチング促進事業補助金事業報告書 

  

１ 申請者の概要 

電話番号  電子メール  

担当者職・氏名  

業種  

従業員数 名 資本金 円 

消費税の取扱い ・一般課税事業者  ・簡易課税事業者  ・免税事業者 

  

２ 事業内容 

（１）「ささえあい求人」のマッチングを支援した県立ハローワーク等（いずれかに○） 

 

県立鳥取ハローワーク 県立倉吉ハローワーク 県立米子ハローワーク 県立境港ハローワーク 

  その他（                ） 

 

（２）新規雇用者（補助対象者）について（別紙としてもよい） 

ア 雇用開始日  （   年   月   日） 

イ 氏名     （            ） 

ウ 補助金額の算出根拠 

賃金計算期間 賃金支払日 補助対象経費（円） 補助金額（円） 

    

    

    

    

    

    

計 －   

 

注 補助対象者が複数名の場合は、ア～ウを人数分作成してください。 

 

次表は、補助対象者が複数名の場合のみ作成してください。１名の場合は作成不要です。 

補助対象者の氏名 補助対象経費（円） 補助金額（円） 

   

   

計   

 

３ 他の補助金の活用の有無（予定）について、いずれかに○をしてください。   有 ・ 無 

「有」の場合、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補助金を所管してい

る部署名や団体名及び連絡先）を記入してください： 



 

４ 振込口座情報（補助金を振り込む口座の情報ですので、お間違えのないよう記入してください） 

（１）金融機関名         

（２）支店名           

（３）預金種別         普通預金  当座預金   

（４）口座番号          

（５）口座名義（カタカナ）    

（６）県会計システム債権者・債務者登録番号（登録されている場合に限る。）    

注 鳥取県の会計システムに「債権者・債務者登録」を済まされている場合、（６）を記入していただ

ければ、（１）～（５）は省略可能です。登録されていない場合又は登録されたかどうかわからない

場合は、（１）～（５）を必ず記入してください。 

 

５ 添付書類 

（１）補助対象者に係る賃金台帳の写し 

（２）補助対象者に係る労働条件通知書の写し 

（３）補助対象者に係る求人票の写し 

（４）補助対象者に係る紹介状の写し 

（５）補助金額の算出の根拠となる資料 

 



要綱様式第２号（第６条関係） 

  第           号 

    年   月   日 

 

       様 

 

鳥取県知事             印 

 

 年度緊急雇用対策ささえあいマッチング促進事業補助金交付決定及び交付額確定通知書 

 

年  月  日  第  号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった緊急雇用対策

ささえあいマッチング促進事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付

規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記の

とおり交付することに決定し、併せて規則第１８条第１項の規定に基づき交付額を確定したので、規則

第８条第１項及び規則第１８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１  補助事業 

    本補助金の補助事業の内容は、・・・・・・・・・・・とする。 

 

２  交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更され

た場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

   （１）算定基準額    金         円 

   （２）交付決定額    金         円 

 

３  交付額の確定 

本補助金の額の確定は、前記２の（２）の交付決定額のとおりとする。 

 

４  補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び緊急雇用対策ささえあいマッ

チング促進事業補助金交付要綱（令和２年８月３１日付第２０２０００１２２４５１号鳥取県商工労

働部長通知）の規定に従わなければならない。 

 


